






中津川市手賀野字会所沢１７５番３１３

低層住宅地

一般住宅のほか農地
も見られる住宅地域

5

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北120 70 30 30 低層住宅地

-

（都）(60,200)

中心市街地では、価格が堅調であるのに対し、郊外では弱含み。
新型コロナウイルスによる影響が今後の懸念材料。

丘陵地状の地勢に農地も見られる郊外の住宅地で、価格形成に影
響を与える地域要因の変化は特段見られない。

個別的要因に変動はない。

近隣地域は居住環境に着目した自用目的の取引が中心である。市場参加者は取引価格の水準を指標に価格を決定する傾向に
あるため、比準価格の説得力は高い。一方、新築されている共同住宅の多くは相続税対策等の目的で自用地に建築され、収
益対象として土地を購入し共同住宅を建築する場合はほぼ皆無である。以上により、本件では、比準価格を採用し、代替関
係にある標準地、指定基準地との検討を踏まえ、鑑定評価額を上記のとおり決定した。

［

［

住宅
Ｗ２

一般住宅のほか農地も見られる旧来からの住宅地域である。中津川ＩＣには近いものの、中津川駅及び美乃坂本駅双方に不
便で、地価は弱含み。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 22,600円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

22,300

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

中津川 2

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

-3.1

+8.6

+2.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

+2.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

中津川駅
南西 3.9km

中津川
3.9km

(8)

北5m市道

（都）
(60,200)

（その他）　　　　

特にない 基準方位　北５ｍ
市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

②地積

（㎡）

268

( )

⑨法令上の規制等

1:1.5

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

12.0  ｍ、　奥行　約 21.0  ｍ、　規模 250  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

22,300 円／㎡

／   円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

24,600 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間-1.3％ ％

107.3 ］

99.3［ ］ 100［ ］

102.0［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 2 令和 2年 7月 20日　提出

宅地-1

0.0方位

　補正

長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

22,400

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

中津川（県） -

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

+2.0

+26.9

+16.0

-2.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

33,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

147.1 ］

99.7［ ］ 100［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[令和 2年 1月]

令和 2年 7月 2日 正常価格

令和 2年 7月 15日令和 2年 7月 1日

5,980,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 22,300 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

円／㎡

1.1

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は、ＪＲ中津川駅利用を前提とした中津川市街地南部を中心とする住宅地域である。需要者の中心は、中津川市
内外に勤務する一次取得者層である。中津川ＩＣには至近であるも、中津川中心市街地から離れた郊外の住宅地で、未利用
地も残り、取引が活発とはいえない。住宅地は総じて、弱含み傾向にある。市場での需要の中心となる価格帯は、土地は２
００㎡で４５０万円前後、新築住宅は２，５００万円前後と判断する。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

中津川（県） 4－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

中津川（県） －

基準地番号 提出先

4 岐阜県

所属分科会名

岐阜第１

業者名

印不動産鑑定士氏名

みずほ不動産鑑定事務所

水野隆吾











中津川市付知町字万場２０３２番５外

戸建住宅地

一般住宅を主体とす
る既成住宅地域

11

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北75 30 100 60 戸建住宅地

-

「都計外」
土砂災害警戒区域

坂本地区ではリニア駅等の建設工事着手や区画整理事業等が進捗
しつつあるが、郊外集落部は依然、静態的に推移している。

付知地区においては、特段の変動はない。

個別的要因に変動はない。

周辺にはアパート等の賃貸物件は見受けられず、賃貸市場が形成されていないため、本件では収益価格を試算できなかった。
取引事例比較法の適用においては、取引が少ないなか、付知地区内の事例の収集に努め、各事例の特徴に応じた優劣を判断
した結果、信頼性の高い比準価格を試算し得た。したがって、周辺地区との価格バランスや周辺の売物件価格等を参考にす
るとともに、指定基準地との検討も踏まえ、比準価格をもって上記のとおり鑑定評価額を決定した。

［

［

住宅
Ｗ２

付知地区では、人口のみならず世帯数も減少傾向にあり、土地取引は低調に推移しており、今後も地価は下落傾向が続くも
のと予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 11,800円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

⑦
内
訳

中津川駅
北 27km

中津川
27km

(8)

東5m市道､南側道

「都計外」

（その他）　　　　
土砂災害警戒区域

特にない 基準方位　北　５
ｍ市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

②地積

（㎡）

348

( )

⑨法令上の規制等

1.2:1

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

20.0  ｍ、　奥行　約 15.0  ｍ、　規模 300  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

11,400 円／㎡

／   円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間-3.4％ ％

］

［ ］ ［ ］

［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 2 令和 2年 7月 20日　提出

宅地-1

+1.0

0.0

方位

角地

　補正

長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

11,400

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

中津川（県） -

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

+1.0

+16.0

-5.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

+1.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

13,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

111.3 ］

97.7［ ］ 101.0［ ］

101.0［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[令和 2年 1月]

令和 2年 6月 30日 正常価格

令和 2年 7月 15日令和 2年 7月 1日

3,970,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 11,400 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

円／㎡

1.1

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は、付知地区、福岡地区等を中心とする旧郡部の住宅地域である。中古建物付きの売買においては、一部に別荘
やセカンドハウス利用を前提とする市外からの需要者も見られるが、実質的な土地需要は地区内在住者や出身者に限定され
る。土地取引が少なく、中心価格帯を把握できない状況であるが、売物件は土地総額５００万円未満の物件が大半を占めて
いる。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

中津川（県） 9－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

中津川（県） －

基準地番号 提出先

9 岐阜県

所属分科会名

岐阜第1

業者名

印不動産鑑定士氏名

渡邉カンテイ事務所

渡邉貴紀



中津川市阿木字寺領３番１

戸建住宅地

中規模住宅のほか、
公共施設、店舗等も
見られる住宅地域

6

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北75 45 30 105 戸建住宅地

-

「都計外」

坂本地区ではリニア駅等の建設工事着手や区画整理事業等が進捗
しつつあるが、郊外集落部は依然、静態的に推移している。

旧阿木事務所の向かいに本年５月、阿木事務所・診療所・公民館
が一体となった阿木交流センターが完成した。

個別的要因に変動はない。

本件では、地域における賃貸市場が形成されていないため、収益還元法を適用できなかった。取引事例比較法の適用に当た
っては、阿木地区内の事例の収集に困難を伴ったが、阿木地区内の事例を中心に中津川市南部の集落地域の事例を関連づけ
て得られた比準価格は、地域の取引実態を反映する説得力の高い価格である。したがって、指定基準地との検討を踏まえる
とともに、時系列的な価格推移等も勘案の上、比準価格をもって上記のとおり鑑定評価額を決定した。

［

［

住宅
Ｗ２

山間の集落地域であり、中古別荘等の取引による地区外からの需要も一部に見られるが、集落中心部では地区内居住者や出
身者による取引に限定され、市場性は低下しつつあり、地価は下落傾向が続くものと予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 7,480円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

⑦
内
訳

阿木駅
南東 750m

阿木
750m

(8)

北西5.5m県道

「都計外」

（その他）　　　　

特にない 基準方位　北　５
．５ｍ県道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

②地積

（㎡）

356

( )

⑨法令上の規制等

台形
1.2:1

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

20.0  ｍ、　奥行　約 20.0  ｍ、　規模 400  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

7,290 円／㎡

／   円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間-2.5％ ％

］

［ ］ ［ ］

［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 2 令和 2年 7月 20日　提出

宅地-1

0.0

0.0

方位

形状

　補正

ほぼ正方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

7,280

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

恵那（県） -

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

-4.0

+5.1

+62.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

+5.1

0.0

0.0

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

12,800 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

163.5 ］

97.7［ ］ 100［ ］

105.1［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[令和 2年 1月]

令和 2年 6月 30日 正常価格

令和 2年 7月 15日令和 2年 7月 1日

2,600,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 7,290 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

円／㎡

1.1

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は、市内旧郡部の集落地域を中心とするが、近隣地域の位置する阿木地区は隣接する恵那市岩村地区との経済的
な結びつきが強い。阿木地区内では市外居住者による中古別荘等の取引も一部に見られるが、集落中心部での土地取引は地
区在住者や出身者に限定される傾向にある。近年、急増した太陽光発電施設用地の取引も、固定買取価格の下落に伴い、大
幅に減少している。集落中心部での取引は極めて少なく、中心価格帯を掴めない状況である。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

中津川（県） 10－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

中津川（県） －

基準地番号 提出先

10 岐阜県

所属分科会名

岐阜第1

業者名

印不動産鑑定士氏名

渡邉カンテイ事務所

渡邉貴紀



中津川市福岡字野尻１０８０番２

低層住宅地

旧福岡町の中心部に
近い店舗も見られる
地域

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北50 50 100 200 低層住宅地

-

「都計外」

新型コロナによる失業、倒産等の影響が、中津川市に及ぼす影響
は不明。リニア開業の遅延化もあり、将来不安が漂う。

旧福岡町にあっては、中心の既成住宅地で、価格形成に影響を与
える地域要因の変化は見られない。

個別的要因に変動はない。

周辺に店舗等も見られるが、主に戸建住宅または小規模事業所等の目的での土地取引が大半である。福岡地区では賃貸需要
は殆どなく、賃貸市場が形成されておらず、収益価格は試算できなかった。一方、比準価格は、需要減から土地取引は少な
くため、収集範囲を拡げ、市場で成立した取引を基礎とした取引の実態を反映し、規範性が高い。よって、快適性を重視す
る住宅地域で、自用の取引が大半のため、比準価格をもって、鑑定評価額を上記のとおり決定した。

［

［

住宅
Ｗ２

中津川市に合併後、町役場等中心施設が無くなった。人口も年間１～１．５％程度の減少が続いている。需要も減少し地価
下落が続くと予測する。今後、新型コロナの影響は、不可避と判断される。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 13,000円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

⑦
内
訳

中津川駅
北西 11km

中津川
11km

(8)

東5.5m市道

「都計外」

（その他）　　　　

旧福岡町内の３小学校は、
１校に統合予定である。

基準方位　北５．
５ｍ市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

②地積

（㎡）

165

( )

⑨法令上の規制等

1:2

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

10.0  ｍ、　奥行　約 18.0  ｍ、　規模 180  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

12,700 円／㎡

／   円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間-2.3％ ％

］

［ ］ ［ ］

［ ］100

100

100

100

　修 正

鑑定評価書（令和 2 令和 2年 7月 20日　提出

宅地-1

+1.0方位

　補正

長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

-

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

］

［ ］ ［ ］

［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[令和 2年 1月]

令和 2年 6月 29日 正常価格

令和 2年 7月 15日令和 2年 7月 1日

2,100,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 12,700 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

円／㎡

1.1

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は、旧福岡町を中心に、隣接する旧付知町等旧恵北地域を包含する住宅地域。対象基準地は旧福岡町中心部の既
存市街地内に位置する。福岡地区は人口、世帯数とも減少傾向が続いている。このため需要は地縁関係のある個人または事
業者に限られるため弱い。不動産取引は総じて低調で、取引事情により大きく前後する傾向で、取引総額も区々である。単
価を強いて指摘するれば、需要の中心は１０，０００～１５，０００円／㎡前後である。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

中津川（県） 11－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

中津川（県） －

基準地番号 提出先

11 岐阜県

所属分科会名

岐阜第１

業者名

印不動産鑑定士氏名

東濃不動産鑑定事務所

牧野　信人



中津川市川上字奥屋８８９番１

戸建住宅地

県道沿いに農家住宅
等が散在する農家集
落地域

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北100 85 180 190 戸建住宅地

-

「都計外」
土砂災害警戒区域

坂本地区ではリニア駅等の建設工事着手や区画整理事業等が進捗
しつつあるが、郊外集落部は依然、静態的に推移している。

農家住宅が点在する山間の集落地域であり、地域要因の変動はな
い。

個別的要因に変動はない。

農家住宅が点在する集落地域であり、賃貸市場が形成されていないため、本件においては収益還元法を適用できなかった。
取引事例比較法の適用に当たっては、川上地区内の事例の収集は困難を極め、代替的に周辺集落地域の４事例を採用した結
果、山間集落地域の取引実態を反映する比準価格を得た。したがって、広域的な価格体系や時系列的な価格推移等も勘案の
上、比準価格をもって鑑定評価額を上記のとおり決定した。

［

［

住宅
Ｗ１

川上地区は人口７５０人程度の山間の集落地域であり、高齢化が進行するとともに地区外からの転入もほとんどなく、静態
的に推移しており、今後も地価は下落傾向が続くものと予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 3,450円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

⑦
内
訳

坂下駅
北西 7.8km

坂下
7.8km

(8)

南東9m県道､背面道

「都計外」

（その他）　　　　
土砂災害警戒区域

特にない。 基準方位　北、９
ｍ県道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

②地積

（㎡）

722

( )

⑨法令上の規制等

台形
1:1.2

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

20.0  ｍ、　奥行　約 25.0  ｍ、　規模 500  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

3,350 円／㎡

／   円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間-2.9％ ％

］

［ ］ ［ ］

［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 2 令和 2年 7月 20日　提出

宅地-1

-1.0

0.0

+1.0

形状

方位

二方路

　補正

ほぼ長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

-

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

］

［ ］ ［ ］

［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[令和 2年 1月]

令和 2年 6月 30日 正常価格

令和 2年 7月 15日令和 2年 7月 1日

2,420,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 3,350 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

円／㎡

1.1

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は、旧郡部を中心とする農家集落地域の住宅地域である。近隣地域の位置する川上地区は人口７５０人程度、世
帯数２９０世帯程度の山間の小さな集落地域であり、発生する取引は隣地売買や中古別荘あるいは空き家バンクへの登録物
件の売買等、極めて稀である。人口減少、高齢化が著しく、市場はさらに縮小傾向にあり、地価水準の把握が難しい状況で
ある。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

中津川（県） 12－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

中津川（県） －

基準地番号 提出先

12 岐阜県

所属分科会名

岐阜第1

業者名

印不動産鑑定士氏名

渡邉カンテイ事務所

渡邉貴紀



中津川市加子母字米野３６２７番４

戸建住宅地

一般住宅、農家住宅
が混在する地域

11

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北100 100 100 100 戸建住宅地

-

都計外
土砂災害警戒区域

中津川市全体の世帯数は増加傾向にあるが、郊外集落部では人口、
世帯数いずれも減少傾向。不動産市場は縮小傾向にある。

特にない。

個別的要因に変動はない。

加子母地区の住宅地域の大部分は旧来からの農家住宅や兼業林家で占められており、賃貸市場は形成されていないため、収
益還元法は適用しない。取引件数が極めて少ない市場状況のなかで、加子母地区内及びその周辺町の事例の採用に努め、地
域の取引実態を反映する比準価格を求めた。したがって、指定基準地との検討の上、比準価格を採用し、周辺集落地区を含
めた広域的な価格体系をも勘案して、鑑定評価額を上記のとおり決定した。

［

［

住宅
Ｗ１

加子母地区の人口は減少傾向が続いており、世帯数も昨年から減少傾向に転じた。過疎化、高齢化が一層進むなか、土地需
要は弱く、地価は下落基調が続くものと予測される。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 5,800円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

⑦
内
訳

中津川駅
北西 34km

中津川
34km

(8)

南西4.5m市道

都計外

（その他）　　　　
土砂災害警戒区域

特にない 基準方位　北　　
４．５ｍ市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

②地積

（㎡）

181

( )

⑨法令上の規制等

1:1

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

13.0  ｍ、　奥行　約 15.0  ｍ、　規模 200  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

5,640 円／㎡

／   円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間-2.8％ ％

］

［ ］ ［ ］

［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 2 令和 2年 7月 20日　提出

宅地-1

+1.0方位

　補正

ほぼ長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

5,630

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

中津川（県） -

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

+2.1

+15.7

+91.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

+1.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

13,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

225.6 ］

97.7［ ］ 101.0［ ］

101.0［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[令和 2年 1月]

令和 2年 7月 2日 正常価格

令和 2年 7月 15日令和 2年 7月 1日

1,020,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 5,640 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

円／㎡

1.1

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は、主として中津川市北部の集落地域である。稀に地区外からの移住者も見られるが、主たる需要者は地縁性が
ある加子母地区内の在住者あるいは出身者である。取引自体が少なく、不動産取引市場が希薄なため、限定的に発生する取
引には各種取引事情により価格にバラツキがあり、中心価格帯の把握が困難な状況である。総じて取引総額２００万円以下
の物件が主流となっている。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

中津川（県） 13－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

中津川（県） －

基準地番号 提出先

13 岐阜県

所属分科会名

岐阜第１

業者名

印不動産鑑定士氏名

みずほ不動産鑑定事務所

水野隆吾



中津川市千旦林字坂本１３８６番１１３

低層住宅地

住宅のほか店舗兼住
宅等が見られる住宅
地域

5

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北50 40 120 90 低層住宅地

-

(都)(60,200)

坂本地区ではリニア駅等の建設工事着手や区画整理事業等が進捗
しつつあるが、郊外集落部は依然、静態的に推移している。

リニア関連事業の進捗に伴い、土地利用の促進に期待が高まりつ
つある。

個別的要因に変動はない。

本件においては、画地条件により市場で求められる適正な賃貸建物及び駐車場配置が困難であるため、収益還元法を適用で
きなかった。本件比準価格は、対象基準地と代替競争関係の強い駅徒歩圏の県道沿いの取引事例を中心にして試算されてお
り、高い説得力を有している。したがって、指定基準地との検討を踏まえ、比準価格をもって鑑定評価額を上記のとおり決
定した。

［

［

住宅
Ｗ１

美乃坂本駅周辺ではリニア中央新幹線整備に伴い、土地区画整理事業が進捗しつつあり、将来性を期待した土地需要も見受
けられ、今後も地価は強含みで推移するものと予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 円／㎡

公示価格 28,100円／㎡

標準地番号 中津川 4-

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

⑦
内
訳

美乃坂本駅
南 400m

美乃坂本
400m

(8)

西10m県道

(都)
(60,200)

（その他）　　　　

近隣地域北方では、リニア
岐阜県駅周辺土地区画事業
が進行中である。

基準方位　北１０
．０ｍ市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

②地積

（㎡）

327

( )

⑨法令上の規制等

1:1

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

15.0  ｍ、　奥行　約 20.0  ｍ、　規模 300  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

28,400 円／㎡

／   円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間 +1.1％ ％

］

［ ］ ［ ］

［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 2 令和 2年 7月 20日　提出

宅地-1

0.0

0.0

方位

形状

　補正

ほぼ長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

28,200

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

中津川（県） -

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

-3.8

+16.6

+6.0

-2.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

33,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

116.5 ］

99.7［ ］ 100［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[令和 2年 1月]

令和 2年 6月 30日 正常価格

令和 2年 7月 15日令和 2年 7月 1日

9,290,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 28,400 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

円／㎡

1.1

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は、中津川市西部の美乃坂本駅を中心とする住宅地域である。主たる需要者は、市内在住あるいは市内通勤の居
住目的の個人のほか、リニア開通を見込んだ県内外の事業者による取得も考えられる。駅周辺ではリニア関連の用地取得や
工事着手が進行しつつあり、将来性を期待した土地需要も見受けられるが、既存地主は価格動向を注視しており、供給は限
定的である。周辺における中心価格帯は、土地総額７００～９００万円程度である。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

中津川（県） 14－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

中津川（県） －

基準地番号 提出先

14 岐阜県

所属分科会名

岐阜第1

業者名

印不動産鑑定士氏名

渡邉カンテイ事務所

渡邉貴紀



中津川市茄子川字下諏訪１５８６番２０

標準的使用と同じ

農地の中に、一般住
宅等が増えつつある
住宅地域

5

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北50 50 70 50 低層住宅地

-

(都)(60,200)

新型コロナによる失業、倒産等の影響が、中津川市に及ぼす影響
は不明。リニア開業の遅延化もあり、将来不安が漂う。

周辺には小規模分譲住宅の建設が顕著であるほか、幹線道路の建
設計画、大型スーパーの進出等が見られる。

個別的要因に変動はない。

国道への利便性から一部アパート等の収益物件も存するが、専ら自用目的の取引が中心であり、土地価格に見合う賃料水準
が未成熟のため、収益価格は低く試算された。一方、比準価格は、美乃坂本駅利用前提の千旦林地区若しくは茄子川地区の
住宅地の事例を選択し、実証的で信頼性は高い。よって、快適性を重視する住宅地で、自用の取引が大半であることから、
指定基準地等との検討を踏まえ、比準価格をもって、鑑定評価額を上記のとおり決定した。

［

［

住宅
Ｗ２

国道１９号及び大型店舗の背後の住宅地域で、農地等から宅地転換は活発化するものを考えられるも、リニア建設建設の遅
延等、将来はやや不透明化し、地価は、ほぼ安定化している。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 27,200円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

27,100

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

中津川 4

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

-0.2

+11.4

-5.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

美乃坂本駅
南東 2.3km

美乃坂本
2.3km

(8)

南西5.6m市道

(都)
(60,200)

（その他）　　　　

特にない 基準方位　北　　
６．５ｍ市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

②地積

（㎡）

237

( )

⑨法令上の規制等

1.2:1

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

12.5  ｍ、　奥行　約 20.0  ｍ、　規模 250  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

27,200 円／㎡

11,200 円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

28,100 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間0.0％ ％

105.6 ］

101.0［ ］ 101.0［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正

鑑定評価書（令和 2 令和 2年 7月 20日　提出

宅地-1

+1.0方位

　補正

長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

27,300

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

中津川（県） -

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

+0.8

+24.5

-1.0

-2.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

33,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

121.8 ］

99.7［ ］ 101.0［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[令和 2年 1月]

令和 2年 6月 29日 正常価格

令和 2年 7月 15日令和 2年 7月 1日

6,450,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 27,200 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

円／㎡

1.1

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は、中央本線沿線で、美乃坂本駅利用を前提とした千旦林及び茄子川の住宅地域。需要者の中心は、同市郊外既
存在住者及び地縁血縁者が殆どである。リニア新駅開業による地域の変容が見込まれ、近隣地域周辺は、大型ス―パー等が
進出、国道１９号線にアクセス良好なことから、農地からの宅地開発等の小規模住宅地への転換等があると思料する。不動
産業者の小規模分譲が専らで、取引動機が多様で、需要の中心となる価格帯は見いだせない状況にある。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

中津川（県） 15－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

中津川（県） －

基準地番号 提出先

15 岐阜県

所属分科会名

岐阜第１

業者名

印不動産鑑定士氏名

東濃不動産鑑定事務所

牧野　信人



中津川市新町１９５２番３

低層店舗兼事務所地

小規模小売店舗や金
融機関等が建ち並ぶ
既成商業地域

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北30 85 60 60 低層店舗兼事務所地

-

(都)商業(100,400)
防火

坂本地区ではリニア駅等の建設工事着手や区画整理事業等が進捗
しつつあるが、郊外集落部は依然、静態的に推移している。

新町地内に令和５年度の供用開始を目指して、（仮称）市民交流
プラザが建設予定である。

個別的要因に変動はない。

本件比準価格は、近隣地域周辺の取引事例を中心に試算されており、地域の取引実態を色濃く反映している。一方、収益価
格は、当市の商業地域においては自用の店舗や事務所が多くを占め、事業用賃貸市場の成熟の程度が低いことから、適用し
た還元利回りや空室率等の各数値の信頼性は高いとは言えない。しがたって、実証性の高い比準価格を標準として、収益価
格を関連づけるとともに、公示価格との均衡も踏まえ、上記のとおり鑑定評価額を決定した。

［

［

店舗
Ｗ２

小規模小売店舗が建ち並ぶ旧来からの商業地域であり、まとまった画地に対しての潜在的な土地需要はあるものの、敷地の
集約化が進展しないため、横ばい傾向で推移するものと予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

52,900

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

中津川 2

代表標準地 標準地

5

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

+7.5

+2.6

+20.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

中津川駅
南 400m

中津川
400m

(8)

北西8.5m市道

(都)商業
(80,400)
防火

（その他）　　　　
(100,400)

特にない。 ８．５ｍ市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

②地積

（㎡）

219

( )

⑨法令上の規制等

1:2

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

10.0  ｍ、　奥行　約 25.0  ｍ、　規模 250  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

53,900 円／㎡

32,800 円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

70,200 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間％ ％

132.4 ］

99.7［ ］ 100［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 2 令和 2年 7月 20日　提出

宅地-1

ない

　補正

長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

-

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

］

［ ］ ［ ］

［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[令和 2年 1月]

令和 2年 6月 30日 正常価格

令和 2年 7月 15日令和 2年 7月 1日

11,600,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 52,900 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

41,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は、中津川駅を中心に南東部に広がる商業地域である。主たる需要者は、市内事業者のほか規模のまとまった画
地であれば県外事業者による需要も考えられる。新型コロナウイルス感染症の影響により、駅前では馬籠宿等に向かう外国
人旅行者の姿はなくなり、外出自粛に伴い飲食店舗等は苦戦を強いられているが、長期的な潜在的土地需要は見受けられる。
市街地中心部での土地取引は、画地規模や利用目的にバラツキがあり、中心価格帯の把握は難しい。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

中津川（県） 1－5

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

中津川（県） －5

基準地番号 提出先

1 岐阜県

所属分科会名

岐阜第1

業者名

印不動産鑑定士氏名

渡邉カンテイ事務所

渡邉貴紀




